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(57)【要約】
【課題】　携帯機器において汎用の画像情報ないし複合
画像情報を直接取り扱うことは効率が低く、動作時間、
消費電力の面で不利に働く。
【解決手段】　複合機能を有する複写装置等の画像取り
込み手段をもつ画像処理装置を画像サーバとして、携帯
機器の表示サイズに合致させた複合画像情報を生成し、
その情報を携帯機器に送る。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像読み取り手段(400)／画像生成手段／画像所得手段を有する画像処理装置であって
、
　携帯機器との通信手段(401)を有し
　通信が成立した携帯機器の表示能力情報に基づいて前記画像の所得手段によって所得さ
れた原画像データから前記携帯機器の表示能力情報に基づいた画像サイズの二次画像を複
数生成し、
　二次画像群および元画像群からなる複合画像情報を生成し、生成した前記複合画像情報
を前記携帯機器に送付することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１において
　前記二次画像は前記携帯機器の解像度情報ないし表示能力情報に基づいた画像サイズに
原画像を細分したものである画像処理装置。
【請求項３】
　請求項１において
　前記二次画像は前記携帯機器の表示能力情報に基づいた画像サイズに原画像全体ないし
その一部を変換したものである画像処理装置。
【請求項４】
　請求項１において
　携帯機器の表示能力情報を携帯機器から所得できなかった場合、記憶手段(403)に内蔵
される機器データベースから機器の表示能力情報を所得することを特徴とする画像処理装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像読み取り手段を有する画像処理装置と携帯機器のデータ送受の画像情報フ
ォーマット生成手順に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラやスキャナで読み取られる画像情報は、読み取り機器の進歩によって急
速に高解像度化し、データも肥大してきた。
【０００３】
　従来の一般的な画像の取り扱いフォーマットは、基本的にデータサイズにたいする対応
だけを考慮して作られてきた。
【０００４】
　ファクシミリ等のランレングス圧縮や画像の保存においてJPEG系の圧縮を行うのも、サ
イズの縮小を目的としたものである。
【０００５】
　しかしこれらのサイズ圧縮を目的としたフォーマットにおいては画像の部分利用や関連
画像の検索性はなきに等しい物であった。
【０００６】
　画像の部分利用を行う場合も一度元の画像を復元してから必要な領域を切り出す作業が
必要になり、運用効率の低い物であった。
【０００７】
　これらの運用効率の低い画像処理は携帯機器においては不利に働く。
【０００８】
　携帯機器において利用出来るエネルギー量は媒体重量面および供給量自体において非常
に限られているからである。
【０００９】
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　半導体デバイスの進歩によって演算能力それ自身は進歩し、電気エネルギーさえ十分に
供給されれば十分に画像データの変換も処理出来るようになった。
【００１０】
　しかし、持ち運びできる電源の大きさは限られており、エネルギー効率の低いデータ変
換処理によって携帯機器の運用時間は制限されており、携帯性のメリットが相殺されてい
る。
【００１１】
　より利便性の高く、効率の高い画像情報の運用のためには非効率的な演算処理をなるべ
く行わないようにする必要が有る。
【００１２】
　データ量の大きな画像情報を効果的に構造化することは効率的な演算処理のために効果
的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開2000-108426号公報
【特許文献２】特開2002-318535号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従来の構造化画像データ作成において、複数の画像情報の関連付けや付加情報の添付な
どを行われるが、それぞれの取り込んだ情報を素のままで関連付けしてある程度で、効率
的な処理はのぞめなかった。
【００１５】
　特許文献１においては静止画像の画像縮小について言及している。
【００１６】
　また、特許文献２においては画像分割処理をおこなっており、また分割画像群を階層化
データとして扱っている。
【００１７】
　これらはいずれも通信先の機器の表示能力に配慮した画像変換処理ではない。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　そこで本発明においては、印字機能の他に画像読み取りスキャナー動作、複写機能等を
備える複合機能を有する印字装置において、
　以下の機能を実装する。
【００１９】
　画像読み取り手段(400)／画像生成手段／画像所得手段を有する画像処理装置であって
、
　携帯機器との通信手段(401)を有し
　通信が成立した携帯機器の表示能力情報に基づいて前記画像の所得手段によって所得さ
れた原画像データから前記携帯機器の表示能力情報に基づいた画像サイズの二次画像を複
数生成し、
　二次画像群および元画像群からなる複合画像情報を生成し、生成した前記複合画像情報
を前記携帯機器に送付することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　携帯機器との通信時に上記処理を実装する事によって軽快な携帯機器の運用が可能にな
る。
【００２１】
　本発明によれば携帯情報機器に多大な演算負荷をかける事無く、電力を浪費する事無く
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複合的な画像情報を容易に取り扱う事が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】複写機、複合機等のシステム構成図である。
【図２】本発明の実施手順を示すフォローチャートである。
【図３】複合画像情報の生成模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　（実施例１）
　図１は複合機能を有する一般的な印字機構の構成例である。
【００２４】
　４００は画像読み取り手段である。
【００２５】
　４０１は通信手段である。
【００２６】
　携帯機器との通信も含めた外部機器との通信を行う。
【００２７】
　４０２は演算手段である。
【００２８】
　画像の変換処理を行ったり、描画制御命令に基づいて画像の生成を行ったりする。
【００２９】
　４０３は記憶手段である。生成した複合画像情報を保存しておいたり、複合画像情報の
元になる元画像を保存しておいたりする。
【００３０】
　また画像処理装置自体の各種設定情報や携帯機器のデータベース等もおかれる。
【００３１】
　４００で読み取られた画像情報、または４０１の通信手段によって受け取った描画制御
命令に基づいて４０３上のページメモリー１００上に生成された画像情報を元にして、複
合画像情報が生成される。
【００３２】
　複合画像情報の元画像情報がまた既に作成された、あるいは外部機器から受け取った複
合画像情報の場合もある。
【００３３】
　よって４０１はまた直接、元となる画像情報ないし複合画像情報を受信することもある
。
【００３４】
　４０４は画像出力機構である。
【００３５】
　印字イメージ情報を印字機構４１１へと出力する。
【００３６】
　４０５は一時記憶手段である。
【００３７】
　一時記憶手段上で画像データの複合情報の生成の為のテンポラリ領域として使用される
。
【００３８】
　４０６は入出力である。
【００３９】
　印字機構やユーザーインターフェースとの情報のやり取りを行う。
【００４０】
　４１１は印字機構である。
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【００４１】
　通常の複写機動作やプリンター動作において印字出力が行われる。
【００４２】
　本発明においては直接的な出力ではないが、ＧＵＩを補う為にガイダンス等を印字出力
してユーザーの利便性を計る事はある。
【００４３】
　４１２はユーザーインターフェースである。
【００４４】
　表示手段と操作手段から構成され、画像の表示、画像処理装置に対する指示がおこなわ
れる。
【００４５】
　携帯機器との接続認証や画像の選択、モード選択等が４１２を介して行われる。
【００４６】
　図２は本発明に特徴的な処理の手順を示すフローチャートである。
【００４７】
　本手順においては必要な元画像は全てすでに読み取り、生成が終了しているものとする
。
【００４８】
　１０００は動作開始ステップである。
【００４９】
　ユーザーの選択によって携帯機器への画像の複合情報の生成手続きを開始する。
【００５０】
　１００１は携帯機器との接続待ちステップである。
【００５１】
　接続の場合のネゴシエーションと認証手続きを実行する。
【００５２】
　１００２は接続の成立ステップである。
【００５３】
　通信自体とネゴシエーションが成立し、自由にデータの送受が可能になった状態である
。
【００５４】
　１００３は機器情報の所得ステップである。
【００５５】
　画像処理装置側から携帯機器に機器情報の要求を行う。
【００５６】
　要求される機器情報はディスプレイパネルのサイズ情報と数である。
【００５７】
　携帯機器によってはＧＵＩにおいて物理的なパネルの画素サイズよりも一回り小さなウ
ィンドウを使用する場合が有る。
【００５８】
　このようなときにはウィンドウサイズ情報を要求する。
【００５９】
　ディスプレイパネルが複数存在し、同時に同目的で使用出来る場合には、複数の表示で
バイスを一つの連続したパネルのように扱った方がより広い画像を表示出来る。
【００６０】
　このような場合に対応した複合画像情報を生成するために数と個々の表示能力を要求す
る。
【００６１】
　また携帯機器によっては自己の表示能力を提示する機能がない場合もある。
【００６２】
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　このような時の為に４０３上に携帯機器のデータベースを用意して、そこに表示能力情
報を格納しておく。
【００６３】
　１００４はデータ所得ステップである。
【００６４】
　携帯機器からの表示能力情報を所得するか、あるいはデータベースから表示能力情報を
探し出し、それを基準としたデータ変換作業を準備する。
【００６５】
　１００５はユーザー操作ステップである。
【００６６】
　具体的にどの画像を処理するか、どのような変換処理を施すかについてユーザーが設定
操作を行う。
【００６７】
　１００６は画像選択ステップである。
【００６８】
　画像と操作が選択された状態で、画像処理に入る。
【００６９】
　１００７はデータ変換処理ステップである。
【００７０】
　実際の画像変換処理を行う。
【００７１】
　元画像から携帯機器の表示能力情報にあわせたサイズの縮小画像を生成したり、表示能
力情報に基づいて元画像情報をそのまま表示サイズに細分したりする。
【００７２】
　たとえば元画像が２０００×２０００で、通信が成立した携帯機器の表示能力情報が３
００×５００という情報が得られたとする。
【００７３】
　この画像サイズ情報を元に各種画像を生成する。
【００７４】
　全体を見渡せるように元画像を１５％サイズに縮小した３００×３００の画像を生成し
たり、元画像を７×４＝２８枚の３００×５００画像に分割した画像群を生成する。
【００７５】
　あるいは中間的な縮小率で、画像サイズが３００×５００の画像を作成する。
【００７６】
　作成した画像群を一つのファイルにまとめ、付加情報を加える。
【００７７】
　図３に生成される画像複合情報の模式図を示す。
【００７８】
　表示能力情報に基づいて縮小画像や分割画像を作成し、一つにまとめる。
【００７９】
　まとめた画像群において、個々の画像情報にアクセス出来るようにインデックス情報を
付加する必要が有る。
【００８０】
　その他の非画像情報を付加して複合画像情報を生成する。
【００８１】
　１００８は画像送信ステップである。
【００８２】
　生成した複合画像情報を携帯機器へと伝送する。
【００８３】
　１００９は継続処理確認ステップである。



(7) JP 2011-91663 A 2011.5.6

10

20

30

【００８４】
　他の複合画像情報を生成するかをユーザーに確認する。
【００８５】
　１０１０は接続終了ステップである。
【００８６】
　携帯機器との接続を解放する。
【００８７】
　１０１１は終了ステップである。
【００８８】
　図２の手順によって携帯機器の表示性能に合致させた複合画像情報を生成し携帯機器に
伝送することによって効率的な携帯機器運用が可能になる。
【符号の説明】
【００８９】
　４００　画像読み取り手段
　４０１　通信手段
　４０２　演算手段
　４０３　記憶手段
　４０４　画像出力機構
　４０５　一時記憶手段
　４０６　入出力
　４１１　印字機構
　４１２　ユーザーインターフェース
　１０００　動作開始ステップ
　１００１　携帯機器との接続待ちステップ
　１００２　接続の成立ステップ
　１００３　機器情報の所得ステップ
　１００４　データ所得ステップ
　１００５　ユーザー操作ステップ
　１００６　画像選択ステップ
　１００７　データ変換処理ステップ
　１００８　画像送信ステップ
　１００９　継続処理確認ステップ
　１０１０　接続終了ステップ
　１０１１　終了ステップ
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